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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年１月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２５年９月２７日 ０６時００分ごろ 

発生場所 秋田県能
の

代
しろ

市能代港 

能代港南防波堤灯台から真方位２７９°１８０ｍ付近 

（概位 北緯４０°１２.８′ 東経１３９°５９.５′） 

事故調査の経過  平成２５年９月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 第十一利
とし

丸、１００.１８トン 

１１４７９６、和佐興業株式会社 

２５.４１ｍ（Lr）×６.２０ｍ×３.１０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,１７６kＷ、昭和４７年９月 

Ｂ 台船 Ｎｏ.３１ＤＢ、約１,６３１トン 

なし、江田島海運株式会社 

６０.００ｍ×２２.００ｍ×３.５０ｍ、鋼 

機関なし、平成４年建造 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６３歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５６年１０月２３日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年８月５日 

免状有効期間満了日 平成２８年３月１９日 

機関長Ａ 男性 ６８歳 

五級海技士（機関） 

免 許 年 月 日 昭和４６年１０月８日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年６月８日 

免状有効期間満了日 平成２７年９月１１日 

 死傷者等 死亡 １人（機関長Ａ） 

 損傷 なし 

事故の経過 Ａ船は、船長Ａ、機関長Ａほか３人が乗り組み、能代港大森地区－

１３ｍの岸壁（以下「本件岸壁」という。）に係留中のＢ船を本件岸

壁の北方へ移動して積荷役をするため、長さ約５２ｍのＹ字型のえい
．．

航索を船体中央の船尾寄りのえい
．．

航フックとＢ船の船首両舷のボラー
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ドに掛け、船長Ａが操舵室で、一等航海士Ａ及び機関長Ａが後部甲板

で、一等機関士Ａ及び甲板員ＡがＢ船の上甲板でそれぞれ配置に就い

た。 

Ａ船は、主機を微速力前進にかけてＢ船のえい
．．

航を開始し、Ｂ船の

右舷船首が本件岸壁に接近したので、船長Ａが、本件岸壁から離そう

として左舵を取り、Ｂ船の右舷船首を離した後、Ｂ船の右舷船尾が本

件岸壁に接近したが、Ｂ船から本件岸壁に放った係留用のロープが取

れず、Ｂ船の右舷船尾が本件岸壁から離れたため、Ｂ船を横抱きしよ

うと思い、本件岸壁から離す進路とした。 

一等航海士Ａは、機関長Ａと共に後部甲板の左舷側に立っていた

が、えい
．．

航索が近づくので、船首方に移動する旨を機関長Ａに言い、

機関室囲壁の右舷側に向かった。 

船長Ａは、右舷船首方に‘能代港南防波堤灯台北西沖の浮標’（以

下「本件浮標」という。）が見え、Ｂ船が本件浮標に近づくと思い、

Ｂ船の進路を変えようとして左舵を取り、Ｂ船の進路から外れて機関

を中立とし、Ｂ船が本件浮標へ接近する状況を見ていた。 

Ａ船は、Ｂ船が船尾方に近づき、左舷船尾方へ緊張していたえい
．．

航

索が緩み、Ｂ船の船首側にいた一等機関士Ａは、えい
．．

航索の右舷寄り

にいる機関長Ａが見えたので、Ｂ船が船尾方を通過すれば、えい
．．

航索

が右舷船尾方に向けて張るものと思い、危ない旨を大声で叫んだ。 

一等航海士Ａは、機関室囲壁の右舷側で船尾方を見たところ、機関

長Ａが後部甲板の中央寄りに立っていることが分かり、船首方へ行く

ように大声で叫んだ。 

Ａ船は、０６時００分ごろ、Ｂ船が前進惰力で船尾方を通過したと

ころ、えい
．．

航索が、左舷船尾外板の防舷物に引っ掛かり、緊張してか

ら外れ、機関長Ａが、右舷船尾方へ張ったえい
．．

航索に跳ねられ、右舷

側の海に落下した。 

一等航海士Ａは、機関長Ａがうつぶせの状態で浮いており、機関長

Ａが落水したことを船長Ａに伝えて後部甲板の右舷側に戻ったとこ

ろ、機関長Ａが仰向けの状態で手を動かしてＡ船の右舷船尾に近づい

ており、船長Ａと２人で機関長Ａを引き揚げようとしたが、Ａ船に引

き揚げることができなかった。 

機関長Ａは、意識がなくなり、着ていた救命胴衣の上から救命浮環

が掛けられ、船長ＡがＡ船に近づいて来た漁船にＢ船にいる乗組員２

人を運ぶように依頼した後、乗組員４人及び漁船の乗組員により、Ａ

船に機関長Ａを引き揚げて漁船に移し、その後、救助の要請を受けた

消防署の救助艇に乗せられ、本件岸壁に運ばれた。 

船舶代理店担当者は、本件岸壁で本事故を目撃し、海上保安庁等に

通報した。 

機関長Ａは、救急車で病院に搬送されたが、死亡が確認され、死因
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は、溺水と検案された。 

Ａ船は、Ｂ船を本件岸壁に着け、Ｂ船の左舷に係留した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、海水温度 約２４℃ 

 その他の事項 えい
．．

航索は、直径約７０mm、長さ約３０ｍのロープと直径約５０

mm、長さ約２２ｍのロープ２本をＹ字型につないだものであり、全て

合成繊維製であった。 

Ａ船は、えい
．．

航フックが機関室囲壁上の船尾側に設置されており、

その後方に後部甲板があり、中央にえい
．．

航ワイヤロープのウインチが

備え付けられていた。 

船長Ａは、一等航海士Ａ及び甲板員Ａが９月１８日に乗船したこ

と、機関長Ａが、前航海のえい
．．

航中にえい
．．

航ワイヤロープが左右に振

れる場所におり、えい
．．

航ワイヤロープがヘルメットに当たったことか

ら、乗組員全員にえい
．．

航作業の指導を行うことにした。 

 Ａ船は、９月１９日、関門港下関区で着岸中、乗組員全員が食堂に

集まり、Ａ船の船舶所有会社代表取締役が、空の台船を広島県江田島

市江田島沖で受け取ってから、能代港で台船に積んだ荷物を秋田県由

利本荘市本荘港沖で引き渡し、台船を返すまでの説明を行い、船長Ａ

が、えい
．．

航索をえい
．．

航フックに掛けた場合、えい
．．

航索が同フックの船

尾方で左右約９０°の間を振れるので、えい
．．

航フックの船尾方に入ら

ないように指導し、前航海でえい
．．

航ワイヤロープが機関長Ａのヘルメ

ットに当たったので、機関長Ａには特に注意するように言った。その

後、船長Ａは、乗組員と共にえい
．．

航フックの前に移動し、えい
．．

航フッ

クを動かしながら、前記の指導を繰り返し行った。 

 船長Ａは、出入港して台船を離着岸させる場合、トランシーバーを

使用していたが、本事故当日、本件岸壁を移動する作業であったた

め、使用しなかった。 

 機関長Ａは、ヘルメット及び救命胴衣を着用し、長靴を履いてい

た。 

 機関長Ａは、本事故前、体調不良を訴えていなかった。 

 機関長Ａは、８月１９日に乗船したが、えい
．．

航索をえい
．．

航フックに

掛けてえい
．．

航した経験はなかった。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 機関長Ａの死因は、溺水であった。 

Ａ船は、能代港でＢ船をえい
．．

航中、船長Ａが、右舷船首方に本件浮

標が見え、Ｂ船が本件浮標に近づくと思ってＢ船の進路を変えようと

して左舵を取り、Ｂ船の進路から離れて主機を中立としたところ、左
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舷船尾方へ張っていたえい
．．

航索が緩み、機関長Ａが、その右舷寄りに

立っていた際、Ｂ船が船尾方を通過し、えい
．．

航索が、左舷船尾外板の

防舷物に引っ掛かった後、緊張して外れて右舷船尾方へ張り、えい
．．

航

索に跳ねられて落水したことから、死亡したものと考えられる。 

 機関長Ａがえい
．．

航索の右舷寄りに立っていた経緯については、明ら

かにすることができなかった。  

原因 本事故は、Ａ船が能代港でＢ船をえい
．．

航中、船長Ａが、右舷船首方

に本件浮標が見え、Ｂ船が本件浮標に近づくと思ってＢ船の進路を変

えようとして左舵を取り、Ｂ船の進路から離れて主機を中立としたと

ころ、左舷船尾方へ張っていたえい
．．

航索が緩み、機関長Ａが、その右

舷寄りに立っていた際、Ｂ船が船尾方を通過し、えい
．．

航索が、左舷船

尾外板の防舷物に引っ掛かった後、緊張して外れて右舷船尾方へ張

り、えい
．．

航索に跳ねられて落水したため、発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・えい
．．

航を開始する前、船長は、えい
．．

航索が緊張して移動する虞の

ある場所に乗組員が立ち入っていないことを確認すること。 

・乗組員は、えい
．．

航索が緊張して移動する虞のある場所から離れて

いること。 

 


